
 

 

 

 

「女性活躍加速のための重点方針 2017」 

 

Ⅰ あらゆる分野における女性の活躍  

２．男性の暮らし方・意識の変革 

 

a) 男性の育児休業の取得状況の「見える化」の

推進 

 

(厚生労働省説明資料) 

 

 

 

  

平成29年10月４日

資料５

男女共同参画会議
第11回重点方針専門調査会





大項目 Ⅰ

中項目 2

小項目 (1)

細項目
①

該当施策名
（事業名）

該当施策の背景・
目的

○

－

－

30年度要求予算額： － 千円

29年度予算額： － 千円

28年度歳出予算現額※ － 千円
28年度決算額： － 千円

使用割合： － ％

－

－

該当施策概要

機構定員要求

－

次世代育成支援対策推進法に基づく認定基準の見直しを行い、平成29年4月1日から
施行した。
また、男性の育児休業の取得状況の「見える化」を図る観点から、次世代育成支援対
策推進法の一般事業主行動計画の記載事項の見直し等も含めた男性の育児休業を
含む両立支援策について、「仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会」を開催し、
ニーズを踏まえた両立支援制度の在り方について検討を行っている。

「女性活躍加速のための重点方針2017」該当箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通し番号　47

その他（具体的に）

①男性の育児休業の取得状況の「見える化」の推進
基本計画における政府全体の目標（13％）の達成に向けて、女性活躍推進法に基づく
「女性の活躍推進企業データベース」での公表に加え、男性の育児休業の取得状況
の「見える化」を推進し、男性の働き方の見直しを図る観点から、次世代育成支援対策
推進法の一般事業主行動計画の記載事項の見直しを行う。
また、育児休業の取得時期・期間や取得しづらい職場の雰囲気の改善など、ニーズを
踏まえた育児休業制度の在り方について、総合的な見直しの検討に直ちに着手し、実
行していく。

（１）男性の家事・育児等への参画促進

２．男性の暮らし方・意識の変革

ニーズを踏まえた育児休業制度の在り方についての総合的な見直しの検討

平成29年3月28日に決定された「働き方改革実行計画」において、
「育児休業の取得時期・期間や取得しづらい職場の雰囲気の改善など、ニーズを踏ま
えた育児休業制度の在り方について、総合的な見直しの検討に直ちに着手し、実行し
ていく。」
「次世代育成支援対策推進法に基づく子育てしやすい企業の認定制度（くるみん認
定）について、男性の育児休業取得に関する認定基準を直ちに引き上げる。また、
2017年度に同法（一般事業主行動計画）により個別企業における男性の育休取得状
況を見える化することを検討し、同法の改正後５年に当たる2020年度までに、更なる
男性育休取得促進方策を検討する。」
とされたことから、これらについて実施していく。

Ⅰ．あらゆる分野における女性の活躍

該当施策の政策手
段の分類

法令・制度改正

税制改正要望

予算
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分野
－大
項目

１－２

分野
－大
項目

「女性活躍加速の
ための重点方針
2015」での関連施
策（事業）

「女性活躍加速の
ための重点方針
2016」での関連施
策（事業）

「第４次男女共同参
画基本計画」での
関係分野

主に関係する分野・大項目

その他関係する分野・大項目等

家事・育児・介護等に男性が参画可能となるための環
境整備

－

－

関連施策（事業）の通し番号※2

関連施策（事業）の通し番号※3

※１「予算現額」は、歳出予算額、前年度繰越額、予備費使用額及び流用等増減額を加除したもの。

※２「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１５』に係
る平成２８年度予算内容等について（平成２８年１月）」での施策の整理上の番号を示す。

※３「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』での関連施策（事業）の通し番号」は、「『女性活躍加速のための重点方針２０１６』に基
づく平成２９年度予算案等について（平成２９年２月）」での施策の整理上の番号を示す。

厚生労働省

雇用環境・均等局 職業生活両立課
担当府省・担当課
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認
定

基
準

・
行

動
計

画
の

期
間

が
、
２
年

以
上

５
年

以
下

で
あ
る
こ
と
。

・
策

定
し
た
行

動
計

画
を
実

施
し
、
そ
れ

に
定

め
た
目

標
を
達

成
し
た

こ
と
。

・
３
歳

か
ら
小

学
校

に
入

学
す
る
ま
で
の

子
を
持

つ
労

働
者

を
対

象
と
す
る
「
育

児
休

業
の

制
度

ま
た
は

勤
務

時
間

短
縮

等
の

措
置

に
準

ず
る
措

置
」
を
講

じ
て
い
る
こ
と
。

・
計
画
期
間
内
に
、
男
性
の
育
児
休
業
等
取
得
率
が
７
％
以
上
又
は
計
画
期

間
内
に
、
男
性
労
働
者
の
う
ち
、
配
偶
者
が
出
産
し
た
男
性
労
働
者
に
対
す

る
育
児
休
業
等
を
取
得
し
た
者
及
び
育
児
休
業
等
に
類
似
し
た
企
業
独
自

の
休
暇
制
度
を
利
用
し
た
者
の
割
合
が

15
％
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
育
児
休

業
等
を
し
た
者
の
数
が
１
人
以
上
い
る
こ
と
。

・女
性
の
育
児
休
業
等
取
得
率
が
７
５
％
以
上
で
あ
る
こ
と
。

な
ど

※
平

成
27

年
４
月

１
日

か
ら
、
新

た
な
認

定
（
特

例
認

定
）
制

度
（
プ

ラ
チ
ナ
く
る
み

ん
認

定
制

度
）
を
実

施
。

認
定

企
業
に
対
す
る
税
制
優
遇
制
度

・
厚
生
労
働
省
告
示
に
お
い
て
規
定
し
た
次
世
代
育
成
支
援
に
資
す
る
一
定

の
資
産
を
、
行
動
計
画
に
記
載
し
、
行
動
計
画
期
間
内
に
導
入
し
認
定
を
受

け
た
場
合
、
当
該
資
産
に
つ
い
て
、
く
る
み
ん
認
定
の
場
合
は
認
定
日
を
含

む
事
業
年
度
（
１
年
間
）
に

18
~3

2％
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
を
受
け
た
場

合
は
認
定
日
を
含
む
事
業
年
度
か
ら
３
年
間
に

12
又
は

15
％
の
割
増
償
却

が
で
き
る
。

・
平
成

27
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
い
て
、

次
世
代
法
の
く
る
み
ん
認
定
又
は
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
を
受
け
た
事
業
主
が

対
象
。
（
※

）
（
※

）
平
成

23
年
度
に
税
制
措
置
が
開
始
さ
れ
て
か
ら
最
初
の
く
る
み
ん
認
定
又
は

プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
に
限
る
。

・
各

都
道

府
県

労
働
局
に
届
出

・
計

画
の

公
表

・
従
業
員
へ
周
知

（
平
成

21
年
４
月
か

ら
義

務
付

け
）

・
目

標
達

成
に
向
け
て
計
画
実
施

届
出
・
実
施

・
次

期
行

動
計

画
の
策
定
・

実
施

・
認

定
の

申
請

計
画
終
了
・

目
標
達

成

・
一
定
の
基
準
を
満
た
す

企
業
を
認
定

・
企
業
は
商
品
等
に
認
定

マ
ー
ク
を
使
用
可

厚
生

労
働

大
臣

に
よ
る
認

定

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
企
業
の
行
動
計
画
策
定
・
実
施

行
動

計
画
の

策
定

・
10

1人
以
上
企
業 →
義
務

・
10

0人
以
下
企
業

→
努
力
義
務

（
平

成
23

年
４
月
か
ら
義
務
の

対
象

を
拡

大
(従

前
は

30
1人

以
上

企
業

）
）

行
動

計
画

（
一

般
事
業
主
行
動
計
画
）

【行
動
計
画
と
は
】

企
業
が
、
次
世
代
法
に
基
づ
き
、
従
業
員
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
図
る
た
め

に
策
定
す
る
計
画

【計
画
に
定
め
る
事
項
】

①
計
画
期
間
（各

企
業
の
実
情
を
踏
ま
え
お
お
む
ね
２
年
間
か
ら
５
年
間
の
範
囲
）

②
達
成
し
よ
う
と
す
る
目
標

③
目
標
達
成
の
た
め
の
対
策
お
よ
び
そ
の
実
施
時
期

【計
画
の
内
容
に
関
す
る
事
項
】

１
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
事
項

（１
）主

に
育
児
を
し
て
い
る
従
業
員
を
対
象
と
す
る
取
組

（２
）育

児
を
し
て
い
な
い
従
業
員
も
含
め
て
対
象
と
す
る
取
組

２
そ
の
他
の
次
世
代
育
成
支
援
対
策

対
象
を
自
社
の
従
業
員
に
限
定
し
な
い
、
雇
用
環
境
整
備
以
外
の
取
組

=計
画
例
=

（
例
１
）

計
画
期
間
内
に
育
児
休
業
の
取
得
状
況
を
次
の
水
準
に
す
る
。

男
性
：
年
に
○
人
以
上
取
得
、
女
性
：
取
得
率
○
％
以
上

＜
対
策
＞

平
成
○
年
○
月

管
理
職
を
対
象
と
し
た
研
修
の
実
施

平
成
○
年
○
月

育
児
休
業
中
の
社
員
で
希
望
す
る
者
を
対
象
と
す
る
職

場
復
帰
の
た
め
の
講
習
会
を
年
に
○
回
実
施

（
例
２
）

ノ
ー
残
業
デ
ー
を
月
に
１
日
設
定
す
る
。

＜
対
策
＞

平
成
○
年
○
月

部
署
ご
と
に
検
討
グ
ル
ー
プ
を
設
置

平
成
○
年
○
月

社
内
報
な
ど
で
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
う

（
平
成
３
７
年

３
月

末
ま
で
の

時
限
立

法
（
※

平
成

１
７
年

４
月

か
ら
平

成
２
７
年

３
月

ま
で
の
１
０
年
間
の
時
限
立
法
を
、
１
０
年
間
延
長

）
）

○
届
出
状
況
（
平
成

29
年

6月
末
時
点
）

１
０
１
人

以
上

企
業

の
97

.7
%

３
０
１
人

以
上

企
業

の
98

.1
%

１
０
１
～

３
０
０
人

企
業
の

97
.5

%
規
模
計
届
出
企
業
数

71
,0

94
社

○
認
定
状
況
（
平
成

29
年

6月
末
時
点
）

・
く
る
み
ん
認
定
企
業

2,
74

9社
・
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
企
業 13

8社

3



「
働
き
方
改
革
実
行

計
画

」
（
平
成

29
年

3月
28

日
働
き
方
改
革

実
現
会

議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
女

性
の

就
業

が
進

む
中

で
、

依
然
と
し
て
育
児
・
介

護
の

負
担

が
女

性
に
偏
っ
て
い
る
現

状
や
男

性
が
希

望
し
て
も
実

際
に
は

育
児

休
業

の
取

得
等

が
進

ま
な
い
実

態
を
踏
ま
え
、
男

性
の

育
児

参
加

を
徹
底

的
に
促
進
す
る
た
め
あ
ら
ゆ
る
政
策

を
動

員
す
る
。
こ
の

た
め
、
育

児
休

業
の

取
得
時
期
、
期
間

や
取

得
し
づ
ら
い
職

場
の
雰

囲
気
の

改
善

な
ど
、
ニ
ー
ズ
を
踏

ま
え
た
育

児
休

業
制

度
の

在
り
方

に
つ
い
て
、

総
合
的
な
見
直
し
の

検
討

に
着

手
し
、
実

行
し
て
い
く
。
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
育
児

休
業

制
度

の
在

り
方

を
は

じ
め
、
ニ
ー

ズ
を
踏

ま
え
た
両
立
支

援
策

に
つ
い
て
総
合
的

な
見

直
し
の
た
め
の
検
討

を
行

う
。

武
石

恵
美
子

（
法

政
大

学
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
学
部

教
授
）

【
座
長
】

駒
崎

弘
樹

（
認

定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
フ
ロ
ー
レ
ン
ス

代
表
理
事
）

【
座
長
代
理
】

池
添

弘
邦

（
独
立

行
政

法
人

労
働

政
策
研
究
・
研
修
機
構

主
任
研
究
員
）

池
田

心
豪

（
独
立

行
政

法
人

労
働

政
策
研
究
・
研
修
機
構

主
任
研
究
員
）

佐
藤

博
樹

（
中
央

大
学

大
学

院
戦

略
経
営
研
究
科

教
授
）

座
間

美
都
子

（
花

王
株

式
会

社
Ｄ
＆
Ｉ推

進
部

部
長
）

趣
旨

・
経

緯

構
成

メ
ン
バ

ー

第
１
回

平
成

2
9
年

6
月

1
日

（
木

）
1
0
:0

0
～

1
2
:0

0
第
２
回

平
成

2
9
年

6
月

2
7
日

（
火

）
1
0
:0

0
～

1
2
:0

0
第
３
回

平
成

2
9
年

7
月

1
3
日

（
木

）
1
0
:0

0
～

1
2
:0

0
（
企
業
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
た
め
非
公

開
）

第
４
回

平
成

2
9
年

8
月

9
日

（
水

）
1
5
:0

0
～

1
7
:0

0
第
５
回

平
成

2
9
年

9
月

8
日

（
金

）
1
0
:0

0
～

1
2
:0

0

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
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